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労働保険料等申告納付に係る年間予定表 

 

内   容 

5月 月末 年度更新申告書・労災保険率（メリット）決定通知書の送付 

6月 1日 申告書・申告書内訳（電子媒体を含む）等の受付開始 

7月 

10日 申告書、申告書内訳（電子媒体を含む）等提出、保険料等納付期限（確定不足・第 1期分・一般拠出金） 

10日 報奨金の使途等の報告期限 

24日 滞納事業場報告書提出期限（確定不足・第 1期分・一般拠出金） 

9月 

6日 口座振替納付制度利用事務組合の口座振替日（確定不足・第 1期分・一般拠出金） 

20日 口座振替納付制度利用事務組合の滞納事業場報告書提出期限（確定不足・第 1期分・一般拠出金） 

下旬 報奨金基礎資料送付（予定） 

 増減額訂正報告提出期限（9月 1日～9月 30日） 

10月 
15日 報奨金交付申請期限 

月末 厚生労働省より第 2期分納付書を送付 

11月 

月初 確定不足・第 1期分・一般拠出金の督促状送付 

中旬 確定不足・第１期分・一般拠出金の督促状納付指定期限 

14日 保険料納付期限（第 2期分） 

28日 滞納事業場報告書提出期限（第 2期分） 

12月  増減額訂正報告提出期限（12月 1日～12月 20日） 

1月 

中旬 第 2期分の督促状送付 

月末 第 2期分の督促状納付指定期限 

月末 厚生労働省より第 3期分納付書を送付 

2月 
14日 保険料納付期限（第 3期分） 

28日 滞納事業場報告書提出期限（第 3期分） 

3月 

中旬 第 3期分の督促状送付 

月末 第 3期分の督促状納付指定期限 

 特別加入者日額変更申請期間（2日～31日） 

各月 10日 納入事業場報告書提出（各前月納付分） 

 

※ 上記の表で（予定）となっている部分については、変更になる場合があります。 

※ 年度により日付が前後する場合があります。 
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成立届等各種届出、報奨金、母体団体に関すること 
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